
広島大学工学部後援会規約  

 

 第１章  総 則 

第１条 本会は，広島大学工学部後援会と称する。 

第２条 本会は，広島大学工学部並びに大学院先進理工系科学研究科先進理工系科学専攻の応

用化学プログラム，化学工学プログラム，電気システム制御プログラム，機械工学プ

ログラム，輸送・環境システムプログラム，建築学プログラム，社会基盤環境工学プ

ログラム及びスマートイノベーションプログラム（以下「工学部等」という。）におけ

る教育及び研究を助成し，その進展に寄与することを目的とする。 

第３条 本会は，工学部内に事務局を置く。 

第２章  事 業 

第４条  本会は，第２条の目的を達成するため次の事業を行う。 

 ⑴ 工学部等学生に対する教育及び福利厚生に対する助成 

⑵ 工学部等における国際交流に関する助成  

⑶ 工学部等における産学協同事業を推進するための助成 

⑷ 工学部等における教育環境整備に関する助成 

⑸ その他本会の目的達成上必要な事業に対する助成 

第３章 会 員 

第５条  本会は，次の会員をもって組織する。 

⑴ 保護者会員 工学部等学生の 産学協同事

 

 業

 

 



⑴ 後援会に関する功労者  

⑵ 工学部長 

⑶ その他会長が必要と認める者 

第 14条 本会に事務職員若干名を置く。 

２ 事務職員は，本会の総務及び会計の事務に従事する。 

   



   附 則 

1 この規約は，令和２年６月１９日から施行し，この規約による改正後の広島大学工学部後援

会規約（以下「改正規約」という。）の規定は，令和２年４月１日から適用する。 

2 改正規約第 2 条に規定する工学部等には，令和 2 年 4 月 1 日に広島大学大学院工学研究科

に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間，広島大学大学院工学研究科を含める

ものとする。 

   附 則 

この規約は，令和３年６月２５日から施行し，この規約による改正後の広島大学工学部後援

会規約（以下「改正規約」という。）の規定は，令和３年４月１日から適用する。 

 


